
◎　施策の基本情報

1　施策の目指す姿の実現に向けた主な取り組み実績

２　成果指標

３　成果指標の達成状況

総
合
計
画
中
期
プ
ラ
ン

現状と課題

日常生活の安全
確保

政策の
目指す姿

・ＩＣＴの普及によるインターネット上のトラブルが増加の傾向にあるほか、消費者トラブルに巻き込まれ、財産を失ったり健康
を損ねてしまう場合があります。
・職場、地域、近隣、家族間等の暮らしの中で起きる問題や悩み事の相談内容が多岐にわたっています。

関係課名施策№ 1 施策名 生活相談の充実
施策の

目指す姿
日常生活の悩みや問題が少
なくなっています

施　策　評　価　シ　ー　ト　（ 平 成 ２ ７ 年 度 実 績 評 価 ） 

安全・安心な日常生活を送って
います

施策
主管課

市民生活総合相談センター
施策主管
課長名

高橋　久雄政策№ 2-4 政策名

(1)日常生活のトラブル防止の意識啓発
　・ふれあい出前講座等を活用した悪徳商法等の啓発活動（市民団体、サークル、生涯学習講座からの要請に対応）
　・コミュニティＦＭを活用した啓発広告放送（消費者月間（５月）の広告放送、しらしのＱ＆Ａにおける特殊詐欺の注意喚起など）
(2)生活相談体制の充実
　・消費生活相談員等による相談体制の整備（消費生活相談員の配置及び相談員の相談スキルのレベルアップ）
　・消費者行政団体との連携（東北、岩手県の各協議会への参加）
　・法律専門家(弁護士・司法書士・行政書士)による無料法律相談会の開催
　・人権擁護委員・行政相談委員による市民生活相談の開催
　・消費者信用生活協同組合による消費者資金貸付相談会の開催
　・消費者救済資金貸付制度預託金の預託
　・人権擁護団体及び犯罪被害者支援団体への支援

成果指標名
成果指標設定の考え方

（なぜ、この指標で成果を測ることにしたの

か）

成果指標の測定企画

（どのように実績を把握するのか）
単位

数値
区分

Ｈ２３ Ｈ２４
Ｈ２５

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８
(基準年度)

消費者トラブルに遭わ
ないように注意してい
る市民の割合

消費者トラブルに遭わ
ないように注意してい
る市民の割合を示す
指標

出典：市民アンケート(毎年４月実
施)
問：あなたは、日頃なにか防犯対策
を行っていますか？次の中からあて
はまるものをいくつでも選んでくださ
い。
→「消費者トラブルに遭わないよう、
最新の消費生活情報に関心を寄せ
ている」の項目を選択した人の割合
を測定する

％

目標値 55.0 57.5 60.0

実績値 44.6 50.3 52.5 54.3 49.3

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

達成度 達成状況に関する背景・要因

Ｄ

■成果指標「消費者トラブルに遭わないよう、最新の消費生活情報に関心を寄せている市民の割合」・・・【達成度ｃ】
目標値に届かず更に昨年度より低下している。出前講座等の開催件数、受講者とも大幅に伸びているものの、その他の情
報発信・提供手段が不足していると考えられる。
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４　施策を構成する事務事業一覧

５　施策を構成する事務事業の検証

専門家相談会開設事業 市民生活総合相談センター

施策への貢献度

直結度 成果

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

-

-

担当課事務事業名

事業内容（実績）

・ふれあい出前講座(32回、受講者1,499人）
・コミュニティＦＭを活用した啓発（時報広告（５月中）、くらしのＱ＆Ａ　20回）

消費者トラブル防止啓発事業 市民生活総合相談センター

消費者生活相談体制整備事業

（課題）
・近年、高齢者等が特殊詐欺に巻き込まれるケースが多発していることから、出前講座やコミュニティＦＭの活用以外にもタイムリーで確実に
情報が伝わる仕組みづくりが必要である。

（今後の方向性）
・東和地域の有線放送を活用した特殊詐欺などの情報提供のほか、消費者トラブル未然防止に向けたタイムリーな情報伝達手段を検討す
る。
・高齢者等のトラブル未然防止のため、地域や関係機関等との見守りネットワークづくりについて、庁内や関係機関との協議を進める。

番
号

２

１

市民生活総合相談センター

・消費生活相談員による相談（受付件数1,176件）
・消費生活相談員研修への参加（24回、延べ28人）

６　施策の総合的な評価

（①市民ニーズや市の関与の必要性が低下した事業、②投入コストのわりに成果が低い事業、③施策への貢献度の低い事業はないか）

　　無し

（施策の目標を達成するため、さらに成果の向上を図る事業はないか）

　・消費者トラブル防止啓発事業の充実が必要

（新たに取り組むべき事業はないか）
　・高齢者等が特殊詐欺などのトラブルに巻き込まれないようにするため、タイムリーで確実な情報伝達手段のほか、地域や関係機関等との
見守りネットワークの構築について検討を進める必要がある。

３ ・法律無料相談会の開催（46回、214人）、市民生活相談会（60回、50人）、消費者救済資金貸付相談会（4回、４人）
・消費者救済資金預託金（債務整理資金 35,000千円、生活再建資金 24,000千円）

－施策評価シート2－


